
手続きの流れ 

 制度に係るスケジュールは、以下のとおりです。 

 
※計画期間は固定されています。 
（第一計画期間：２０１１～２０１３年度、第二計画期間：２０１４～２０１６年度 
 第三計画期間：２０１７～２０１９年度、第四計画期間：２０２０～２０２２年度 
 第五計画期間：２０２３～２０２５年度） 
計画期間中に、新たに特定事業者に該当した場合は、該当年度に事業者排出量削減計画書を提出いただき、
翌年度以降から計画期間の３年目までの事業者排出量削減報告書を提出ください。 

※京都府より計画書・報告書の内容によっては、助言等を行う場合があります。 

前年度実績より要件確認 

事業者排出量削減計画書作成 

事業者排出量削減報告書作成 

事業者排出量削減計画書作成 

事業者排出量削減報告書作成 

【事業者】 【京都府】 

要件該当 

計画の評価・公表 

２年度目（第１年度実績報告) 

報告の公表 

事業者排出量削減報告書作成 

3 年度目（第 2 年度実績報告) 

報告の公表 

事業者排出量削減報告書作成 

4 年度目（第 3 年度実績報告) 

報告の評価・公表・表彰 

※第３年度実績により要件確認
します。非該当の場合は、次期計
画書の提出は不要です。 

計画の評価・公表 

報告の公表 

以下上記と同様 
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９月末まで 

７月末まで 

７月末まで 

７月末まで 

９月末まで 

７月末まで 


